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産業環境常任委員会及び予算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２５年３月１２日（火曜日）午前１０時開会 

 

出席委員（７名） 
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副 主 幹 

大  金  廣  志  君 
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産業廃棄物担当 
副 主 幹 

山  崎  弘  一  君 

那 須 塩 原 
クリーンセンター 
所 長 

茂  呂  幸  利  君 
那 須 塩 原 
クリーンセンター 
清 掃 係 長 

室  井     勉  君 

生 活 課 長 大  島  厚  子  君 
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補 佐 兼 
生活安全係長 

菊  地  広  幸  君 
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印  南  洋  子  君 

農業委員会 
事 務 局 長 
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農業委員会 
事務局長補佐 
兼農政係長 
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出席議会事務局職員 
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議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔農業委員会事務局〕 

    ・農業委員会事務局長挨拶 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算について 

   〔生活環境部〕 

    ・生活環境部長挨拶 

    （環境管理課） 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算について 

    ・議案第１８号 平成２５年度那須塩原市墓地事業特別会計予算について 

    （環境対策課） 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算について 

    常任委員会審査 

    ・議案第３５号 那須塩原市西那須野清掃センター解体基金条例の廃止について 

    ・議案第４０号 那須塩原市一般廃棄物処理基本計画の改訂について 

    （生活課） 

    予算審査 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算について 

  ４．その他 

  ５．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○齋藤委員長 皆さん、改めまして、おはようござ

います。 

  本日招集となりました産業環境常任委員会に出

席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  さて、今定例会におきまして当委員会に付託さ

れた案件は、予算案件３件、その他の案件３件の

計６件でございます。なお、付託された案件につ

きましては、関係所管のところで随時常任委員会、

特別委員会に切りかえて審査を行います。 

  各委員におかれましては、慎重なる審議をお願

いいたしますとともに、円滑な進行へのご協力を

お願い申し上げまして、挨拶といたします。 

  それでは、ただいまから産業環境常任委員会を

開会いたします。 

  次第により随時進めてまいります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農業委員会事務局の審査 

○齋藤委員長 農業委員会事務局の審査を行います。 

  初めに、農業委員会事務局長より挨拶をいただ

きます。 

○藤田農業委員会事務局長 （挨拶。） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、予算審査特別委員会（第

三分科会）として、議案第11号 平成25年度那須

塩原市一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  局長。 

○藤田農業委員会事務局長 （議案第11号について

説明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  ありませんか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 農地転用の申請なんですけれども、こ

れは毎年ふえているんでしょうか。そこどうなん

ですか、現状というの。 

○齋藤委員長 局長。 

○藤田農業委員会事務局長 そう大きくはふえてい

なくて、大体横ばい程度にはいっているかと思い

ます。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 大体何件ぐらい。 

○藤田農業委員会事務局長 大体、転用件数でいき

ますと137件から、22年が137件ですから、150件

前後というふうなことになるかと思います。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等はございませ

んか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で何かござい

ますか。 

  執行部、ありませんか。 

  藤田局長。 

○藤田農業委員会事務局長 特別こちらで用意した

ものというふうなものはございません。 

○齋藤委員長 委員のほうでは。 

  中村委員。 

○中村委員 ことし、用途見直しの年になるのです

か、全体的に。その点ちょっと確認。 

○齋藤委員長 局長。 

○藤田農業委員会事務局長 農業振興地域の話だと

思うんですけれども、整備計画の話だと思うんで

すけれども、これはことしやることになっていま

すけれども、実際には農務畜産課のほうが担当で

やるということになっています。 

○齋藤委員長 そのほかありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、農業委員会事務局の審査

を終了いたしたいと思います。今後ともよろしく

お願い申し上げます。 

  ここで、執行部の入れかえのため、暫時休憩と

いたします。 

 

休憩 午前１０時２０分 

 

再開 午前１０時２５分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生活環境部の審査 

○齋藤委員長 生活環境部所管の審査に入る前に、

長山生活環境部長より挨拶をいただきます。 

  部長。 

○長山生活環境部長 （挨拶。） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 それでは、予算審査特別委員会（第

三分科会）として、環境管理課の審査を行います。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  中山環境管理課長。 

○中山環境管理課長 （議案第11号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けしたいと思

います。 

  東泉委員。 

○東泉委員 69ページなんですけれども、歳出のほ

うです。先ほどの説明の中で、市内で6,800頭の

犬が飼われているということなんですが、近年に

なってかまれたとか大きな事故なんていうのはあ

ったのかどうか、まず１つお聞きしたいと思いま
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す。 

  それともう一つは、このさくら墓苑が、今現在

37が売れて47、ここが残っているということで、

ここ３年ぐらいの間に、新たにこの墓地を購入し

た方というのはいるのかどうか、その２点につい

てお願いしたいと思います。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 まず、犬の事故ということで

すが、事故が起きますと、現状どう。 

○齋藤委員長 どうぞ。 

○大澤環境衛生係長 かまれた案件は、今年度です

と二、三件発生しております。対応的には、県の

動物愛護指導センター、こちらが対応することに

なっておりますので。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 さくら公園墓地につきまして

は、たしか希望があります。例えば23年ですと２

件、24年度においては３件希望があって、途中で

やっぱり、貸与しましたけれども、要らないとい

うことで、１件返されておりまして、余り人気の

ない状況にあります。 

  以上です。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 大体わかりました。 

  やっぱり塩原のさくら墓苑というのは、もう相

当年数たっているんですけれども、今後の見通し

としてはなかなか売り切れるまでには時間がかか

りそうというか、なかなか難しいという見通しで

すね。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 結構難しいと思います。実は、

ことしは冬に行ってみました。長靴がないといけ

ません。とてもそういった状況になりまして、お

墓参りの状況も見えたんですが、近くの方がほん

の多分二、三人の方がお墓参りをしているような

状況で、ほかの方のところには足跡がなかったの

で、冬場はそれも難しいのかなというふうに考え

ております。そういったことで、なかなか場所が

遠くてですね、夏場は駐車場からは入れますが、

冬場はとても行けない状況なので、今後とも余り

希望がないのかなというふうに考えております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 余っているふうなのが多いんですけれ

ども、今後この売っていく方法として何か案はあ

るんですか、何か方法というか。これだけのあい

ている土地ですね、せっかくつくってですね。確

かに今、売れない理由はお聞きしたんですけれど

も、何か考えているということはなかなかあれで

すか。妙案というか、何か。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 さくら公園墓地につきまして

は、市民以外でも貸与ができることになっていま

す。そういったことで、遠方から来られて塩原温

泉へ泊まっていただいて、そういう利用もできな

いわけではないと思うんですが、お墓というもの

を積極的に、ありますからどうぞ、お貸しします

から使ってくださいといってＰＲするようなもの

でもありません。これは墓地埋葬法等で、例えば

宗教法人が積極的にお墓ありますから、どうです

かということも、明確なところではないんですが、

やってはいけないということになっておりますの

で、なかなかＰＲの仕方が難しいのかなと思って

おります。 

  ただ、市外の方も使えますので、遠方の方で欲

しいという方がいらっしゃれば、値段はちょっと

高いんですが、対応することは可能かなと思いま

すが、私どもで積極的に、観光事業をやっている

わけではございませんので、そういったことでの

ＰＲは難しいのかなと思っております。 
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○東泉委員 了解です。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 このアンケートの関係なんですが、

アンケートの内容をどんな形で聞いていくのか、

もしわかればお願いします。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 先ほど申し上げましたとおり、

対象者30歳以上ということで、余り若い方に墓地

というものが必要かどうかと聞いても仕方ありま

せんので、30歳以上の方、世帯主の方を対象とし

てアンケート調査をしていきたいと思いますが、

既に電話等での問い合わせというのは結構あるん

ですよね。赤田霊園ありませんかというようなこ

とをよく言われるんですが、残念ながら対応でき

る区画はありませんということでのアンケートを

とっていきたいというふうに考えております。 

  内容につきましては、これからですね、どのよ

うなアンケート内容にしたら、より将来に向かっ

て墓地の計画ができるか、そこを考えながらとい

うことになりますので、まさに今持っていますか

というところから始まって、必要と考えています

か、それはいつごろですかとか、そういったとこ

ろで考えるしかないのかなというふうに思ってお

ります。 

  また、アンケートの中には宗教法人、お寺さん

等の墓地を持っていますかという質問もしたいと

思っていますので、それによってはどれくらいの

割合で使われているか、中にはお寺さんの墓地は

余りそこには入りたくないとかですね、後々のこ

とがあってそういった方もいらっしゃいますので、

その辺がわかるように。それで、市がつくるんだ

ということが、市がつくらざるを得ないというこ

とがわかってくれば、墓地の計画にしていきたい

なと思っておりますので、具体的なところはまだ

ちょっと申し上げられませんが、近いうちにそれ

を策定しまして、つくり上げて、多分項目は結構

多い数です。二、三項目ということではなくて、

もうちょっと多い項目で質問をしていきたいと思

っております。 

  なお、集計等は、外部委託をしますとお金がか

かってしまいますんで、全部自前でやるというこ

とで考えております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 71ページなんですが、再生可能エネル

ギー推進事業の501事業で、これ1,000万と3,600

万、私も代表質問でるる部長にお聞きしたところ

でございますが、先ほどの説明で1,000万のうち

の内訳、おひさまファンド関係の、飯田市のそう

いったコンサルを経営されている方にあたって今

後詰めていくんだということで説明ございました。

そうしますと、この1,000万のうちのそういった

関係の方にコンサル料で幾らぐらいの内容で、契

約率ですね。そしてあと、この市内の勉強会とか、

講演会にどのぐらいのお金をかけるというか、

1,000万の中身をちょっとお聞きしたいのと、そ

れと太陽光発電システムがきのう、電気の買取価

格が42円から37円80銭だか、38円だかという決定

をされたと思うんですよ。それによって、部長の

答弁ですと、若干設置者が減るんじゃないかとい

うようなものも言われて、ことしは300件ですよ

ということだったんで、その中で、見込みですね、

電気料金が、買取価格が減額になってきたという

ことを今見て、その事業、希望者の見通しみたい

なものをどうとらえているかをちょっと、その２

点についてお聞かせください。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 まず、委託についてのご質問
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にお答えをいたします。 

  この委託料につきましては、1,000万計上して

おりますが、総額、1,000万を委託料ということ

で考えております。 

  どのようなことをやってもらいたいかというこ

とですが、まず、この事業は全国でも余りやって

いない事業ですので、まずよくわかっていないと

いうのが１つです。市民の皆さんに対しても、再

生可能エネルギーはどういったものなのかという

ことをまだまだ私どもでお知らせが足りないんだ

というふうに考えております。そういったことに

なりますので、再生可能エネルギーの普及、なぜ

必要なんだと、なぜ利活用が必要なんだという周

知をしていく。その周知方法の先進の事例等がな

かなかないもんですから、その辺も含めまして、

それ以外にも太陽光発電事業者設立の支援とか、

それから工事事業者、工事店ですね、そういった

ところに対する学習会、その企画や開催まで含め

て、また市民向けの講演会の企画、開催、その他

いろいろなものを推進していくに当たって必要な

ことが起こってくると思いますので、そういった

もの全てを委託をしていくということで考えてお

ります。 

  そういったことから、このうちの半分程度はも

う人件費と、半常駐的にこちらに来ていただいて

仕事をしていただこうというふうに考えておりま

す。人件費が半分程度、それから当然滞在に係る

経費とか、それから事務所も必要になると思いま

す。コピーとか電話とかが必要になります、そう

いった経費。それから講演会、現段階ですと、１

回当たり10万円とかそれ以上かかってしまうのか

なということで考えておりますので、そういった

もの。それから、工事店向けの学習会、そういっ

たものも、やはり数万円程度は実際にかかるかな

と。それから、市内で半分常駐的に来ていただき

ますので、交通費等もかかります。そういったも

のも含めまして、合計で1,000万円くらいにはな

ってしまうんだろうということで考えております。 

  業務委託の内容につきましては以上です。 

  それから、太陽光発電装置の補助の見通しとい

うことですが、確かにきのう、経済産業省で調達

価格等算定委員会が開かれまして、その結果が示

されたのが住宅向け太陽光発電、住宅に設置する

場合には、現行の42円から38円になりますよとい

う話です。非住宅、これはメガソーラーとかです

ね、発電事業者として実施する場合の買取価格が

42円から37.8円になりますよということで新聞報

道等がありました。 

  これによりまして、10％ほど下がりますので、

今、実際一般家庭の方で太陽光発電装置をつけま

すと、日中いらっしゃらないようなところでは随

分と売り上げが多いんだそうです。そういったこ

とで、それが10％下がったということになると、

収入として入ってくれる分がまさにその分減って

しまいますので、その辺がどうかなというところ

はあります。 

  それと、この10％ほど下げたという理由がです

ね、太陽光発電装置のパネルや周辺機器の価格が

10％程度下がっているからだという理由なんです

ね。そうしますと、実際にそれが市場の中で本当

に10％下がっているかどうかはちょっと何とも言

えません。私どもでどれくらい下がっているか見

ていますと、そんなには下がっていないように見

えるんですよね。現行で新築住宅ですと、４kwち

ょっとというのが平均になりますが、その取得額

が180万円ぐらいになっています。それと、既存

住宅ですと、そちらが4.7kw弱ということで220万

円ちょっとになっています。圧倒的に既存住宅が

多い、これは質問の中でもお答えしていますが、

既存住宅が、先日のご質問にお答えした際には
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407件ということで合計の数字をお示ししました

が、そのうちの既存は320件、新築は87件という

状況になりますので、まだまだ結構高いのかなと

いうところですね。 

  １kw当たり、国は42万円台をという言い方でこ

の価格を設定していますので、その売電収入と設

置する価格によっては、ちょっと高いからと言う

人はあらわれないとも限らないのかなと思って、

私どもでは、これは予想したわけじゃないんです

が、見込みどおり10％ぐらい下がってしまう見込

みになりましたので、若干ことしよりは落ちてく

るのかなということでの300件という見通しでご

ざいます。必要があれば、要望が多ければ、やっ

ぱりこれは補正予算等の計上を考えていかなけれ

ばいけないものだと思っております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今るる1,000万の委託料について聞き

ました。その中で説明をし、るる今後のこの平成

25年度の中でどこまでこのファンドのための立ち

上げを終了するのか、この１年間ですね。その工

程をちょっと確認をさせてください。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 今のご質問は工程ということ

になるかと思いますが、この市民ファンドを活用

する太陽光発電システム普及事業というのは、市

が直接行うわけではございません。 

〔「全協の資料」と言う人あり〕 

○中村委員 それはわかるんですか、全体的に。こ

としじゅうに事業設置者とかそういった人たちが

決定されて、もう一般市民からファンドの申し込

みを受ける段階までことしじゅうにやるのか、そ

れともことしはその基礎を全部決めて、来年度か

ら、26年度から一般募集するんですよとかという、

そういう工程ですか。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 すみません。私どもでただい

まの1,000万を使いまして、おおむね市民に周知、

うまくすれば半年ぐらいである程度の形では周知

ができるのかなと思っております。ただ、そこで

終わりということではございませんので、これか

ら先、長い事業になっていくことから、先ほどの

1,000万の中では周知活動をどんどん市では、

1,000万の中で人を雇ってやりますが、それ以外

でも市は周知活動をしていかなければなりません。 

  そういったことが終わった段階で、太陽光発電

設置の事業者の事業提案を受けたいと思っており

ます。それは、今の予定ですと、早くても９月、

10月くらいになってくるかなというふうに考えて

おります。 

  提案内容を見まして、事業者としてやっていけ

そうかどうかの判断をします。それで協定を結び

まして、それではこれからよろしくお願いします

ということで、事業者が決定してから、事業者は

一般市民に対して、まずあなたの屋根の上に太陽

光発電装置を乗せませんかというような募集をし

ていきますので、それは年内にその辺ができれば

いいのかなと思っております。 

  同時に、資金調達として市民ファンドに対して、

ファンドを組成してくださいという話になります

ので、それが年内、もしくは年明けころになるの

かな。双方が整って、整わなければ資金調達の不

足分を金融機関から融資を受けなければなりませ

んので、早くても設置というのは年度内の最終の

ころになるのかなと、そのように考えております。 

  以上です。 

○中村委員 了解しました。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 １点だけ確認。 



－183－ 

  墓地管理事業のことなんですけれども、今、ア

ンケートをとってというようなお話で、その中で

事業の見通しとかそういうものも調べるんだとい

うことなんですけれども、これは最終的には市営

墓地をつくろうとした考え方でのこういう施策で

すか。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 最終的には、要望が多ければ、

市営墓地をつくっていく必要があると、そのよう

に私どもでは考えております。 

  先ほども墓地の貸与の状況をお話ししましたが、

もともとはもう四半世紀近く前に西那須野地区で

赤田霊園をつくりました。その際、つくったのは

917区画ほどつくったんですが、最初は工事を４

つに分けて行ってきましたので、最終的に貸与が

終わったのは平成18年ということでございます。

次は、赤田霊園２号をつくりました。すぐ隣、赤

田霊園１号の隣につくったんですが、432という

ことで、これにつきましては、もう数年ですべて

貸与は完了してしまったと。この中には、黒磯地

区の方が使っているのが合計で124あります。塩

原地区の方が47、合計ですと200弱の方が使って

おりますので、ちょっとさくら公園墓地はまだ残

っていますが、赤田霊園、西那須野地区にありま

しても、やはり黒磯の地区の人、塩原地区の人が

使っているという状況を見ますと、やはりどこか

にまたつくらざるを得ないのかなと、そのように

考えております。 

  以上です。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等がないようで

すので、終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  ここで10分間、暫時休憩といたします。 

  再開を11時15分といたしますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

休憩 午前１１時０５分 

 

再開 午前１１時１５分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１８号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第18号 平成25年度那須

塩原市墓地事業特別会計予算を議題といたします。 
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  執行部の説明を求めます。 

  課長。 

○中山環境管理課長 （議案第18号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  菊地委員。 

○菊地委員 今、お話を聞いていて、墓地の管理料、

さくら公園墓地が１万円だと言ったんですけれど

も、あと1,000円と1,800円でしたよね。この１万

円のわけというのは。 

○齋藤委員長 課長。 

○中山環境管理課長 まず、一番最初につくられた

のは赤田霊園ということで、今から４０年以上前

の話で、そのときに管理料を幾ら取るかという話

になりました。最初に計算してみたところ、最初

990円でしたので、1,000円程度いただければ管理

ができていくのかなと思っておりました。その後、

赤田霊園２号ができまして、その際に、1,000円

をそろそろ、現在ですと全部一般会計から繰り入

れをいただくような状況になっていますので、少

し管理費を見直す必要もあるかと考えております。

一方、さくら公園墓地は、整備したさいにかかっ

た費用、土地代と造成費用ですが、これが１区画

あたりにすると約２００万円かかっています。赤

田霊園に比較するとお金がかかっていて、それが

管理料を決める際に影響しているということにな

ろうかと思います。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等がないようで

すので、終了したいと思いますが、異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第18号 平成25年度那須塩原市墓地事業特

別会計予算については、原案のとおり可決すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第18号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で何かござい

ますか。 

  ないようですので、これで環境管理課の審査を

終了したいと思います。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午前１１時２５分 

 

再開 午前１１時２６分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 
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○齋藤委員長 それでは、予算審査特別委員会（第

三分科会）として、環境対策課の審査を行います。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  橋本環境対策課長。 

○橋本環境対策課長 （議案第11号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 

  中村委員。 

○中村委員 今説明いただきました75ページのクリ

ーンセンター管理運営事業ですが、以前からＪＦ

Ｅへ委託されていたわけですが、今回入札によっ

て、年額で３億いくら、15億ということで、市長

がよく自慢話にしておるんですが、そうしますと、

今まで９億幾らぐらいの金額でこれ委託をしてい

たという解釈でよろしいんですか。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 設計額に比較して安くなった

というような形なものですから、今回の５年でも

らって約６億ちょっとになるんですけれども、ほ

とんど今まで委託していた金額とは変わりません。

ただし、今までは機械類の保証期間中だったんで

す。ですから、機械が壊れたりすると、それはメ

ーカー側が、管理している側がすべて補塡をして

います。ところが、今回機械類の保証が切れます

ので、今度は機械が壊れたりすると、市のほうが

負担しなければならない。ですから、設計額には

そういった負担にかかるものがかなりふえていま

す。そういう形で、前回よりもかなり大きな設計

額になりました。それに比べて安くなったという

形なものですから、今現在の委託料から安くなっ

たというのではないんですね。あくまでも設計額

よりはかなり低い金額で落札がされたということ

です。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今の説明ですと、その

設備関係を担保期間中だったので、機械が壊れて

しまったらＪＦＥさんが全部修理をすると。だが、

今回の25年から29年までは、委託された方が故障

は確認はするが、故障したものは、新しい故障費

としては市が負担するという解釈でいいんですか。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 費用そのものは、実際に壊れ

た場合にＪＦＥが持つんですが、設計額のほうに

はその分も含めて設計をして、設計額をつくった

という形になります。ですから、包括の中に修理

とか人件費とかは当然、包括委託の中に含まれる

のですけれども、設計の段階でそういったものも、

前回よりも多い金額になっているという形は、修

理費だのというのが、そういうふうな設計額のほ

うに反映して、設計額が大きくなっている。その

予定した設計額よりは安い金額で、かなり安い金

額で落ちたと。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 ちょっと理解できないんですが、要す

るに私どもの解釈は、正直申しまして、設計は、

46億ぐらい見ていたという感じでしょうけれども、

その中で当然ＪＦＥさんが、でもやっていたわけ

ですから。だけれども、これから壊れるものは、

その四十何億に、全部設計入れたと。だけれども、

もうこれから５年間は故障しようが何しようが、

ＪＦＥさんの委託の中で全部運営上支障のないよ

うにやって、この三十一億幾らでやって、年額に

ある５億5,600万なら間違いなくやっていきます

よというシステムの入札の結果でいい、解釈でよ

ろしいんですね。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 そのような解釈で結構です。 
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○中村委員 わかりました。結構です。 

○齋藤委員長 そのほか    。 

  相馬委員。 

○相馬委員 73ページの清掃業務のところの２行あ

りますが、那須疎水の水路清掃助成金80万、先ほ

どの説明だと、取り入れ口の８カ所の清掃とお聞

きしたんですが、８カ所の場所と、おおむねで結

構です、全部なくても結構ですが、この80万はど

こにいくんですか。実際どこに使われているんで

すか。それだけちょっと。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 助成金という形で、那須疎水

土地改良のほうにお支払いをしています。おおよ

そ１カ所10万円ぐらいかかるだろうということで

掛ける８カ所ということで80万円。旧西那須野時

代からこういう形で支払いがされていたものをま

だ引き継いで残っておりまして、上の助成金につ

いては、３年ごとの見直しという形になっている

んですが、８カ所については今のところ定額とい

うお支払いです。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、１カ所10万円という今お

話がありましたが、その10万円というのはどこに

いっているかはわからないですよね。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 うちのほうは80万円をまとめ

て土地改良のほうにお支払いしていますんで、そ

の土地改良がその後どういうふうな、基本的には

掃除に使われているものであるとは思うんですが。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 多分、想定するのは、各パイプライン

のところの取り入れ口の清掃だと私はちょっと判

断していたんですが、現実あの清掃はその地域の

方がやっていますよね。やっていると思うんです、

西那須野は僕わかりませんけれども。現実にその

清掃は地元の方がやっているんですが、その10万

円を、簡単に言うと、もらっていないと思うんで

すよ、多分そういったもの。例えばお茶代とか何

とか代ということで、その辺でちょっと疑問があ

ったんで、質問しました。 

○神島廃棄物対策室長 先ほど８カ所ということで

すね。旧西那須野地区ということで、これは大昭

橋ですね、あと郡司養豚の前、あと二区町に１カ

所、一区町に３カ所、あと二つ室に２カ所でござ

います。 

  先ほど10万円の使い道なんですが、改良区のほ

うに渡しまして、改良区のほうから結局その掃除

している方に手渡しているということで確認をと

ってございます。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません。西那須野のお話だと私、

わからないんですが、当然旧黒磯の方も疎水から

の取り入れ口の掃除等々はやっているわけですよ

ね。そういったものにはこの助成というものは入

っていないという考え方でよろしいですか。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 入ってございません。 

○相馬委員 結構です。 

○齋藤委員長 そのほか質疑、ご意見等ございます

か。 

  菊地委員。 

○菊地委員 ちょっと１点だけ、すみません。 

  75ページの旧西那須野清掃センター用地のこと

なんですけれども、同じ金額で売買をして、そし

て相手方からは、農地なんで、その宅地に見合っ

た農地を売買をして、余ったところは寄附を受け

るんだというような話なんですけれども、これ同

じ金額でこうやっているわけですよね。そういう

場合はあれですか、例えば市と一般の民間人とい

うようなところで、交換とかというような、そう
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いうふうにはならないんですか。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 実際には交換にはなるんです

けれども、税法上、なかなか交換、今のままです

とね、交換してしまうと、税務署のほうでは高い

宅地から安い農地に交換になると、宅地のほうに

ついてはそっくりそのまま譲渡所得税という形で

税金かけますよということになってしまったんで

す。ほかのお二人については、宅地と宅地だった

んですね、ですから同じもの。同じ価値のものの

交換だから、それは交換認めますよと。お一人に

ついては、あくまでもうちのほうは農地に戻すと

いうことでやっていたんですけれども、税務署の

ほうでは、現況が宅地だと。現況が宅地のやつを

今度は新たに農地にして戻すわけだから、そうす

ると、その分当然差額が生じるだろうと。ですか

ら、こちらの宅地部分については税金をかけます

よと。そうすると面積がかなりでかいんですね、

5,000㎡近い面積になりますので。そうすると、

当然宅地での単価の㎡単価で計算しますと、本来

交換なんですけれども、土地の所有者の方に税金

だけで計算すると900万近い税金がかかってしま

う。これはちょっとそれをそのまま払ってという

わけにいきませんので、うちのほうでいろいろな

策を講じて、同価格での売買という形で処理をし

ようというものなんですね。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 72ページの放射能対策事業、702

ですね。今回も前期同様の倉庫の初期の設計と設

置ということで予算が上がっていますが、ちょっ

と状況的に、現在の状況とこれからどのぐらい増

えるのか。あとは土地の関係も少し。 

○齋藤委員長 所長。 

○茂呂那須塩原クリーンセンター所長 現在、指定

廃棄物としてクリーンセンターに保管されている

１㎥のフレコンバックで2,142袋ございます。今

現在、今、テント倉庫を24年度の事業ということ

でつくり、今度検査を今待っているわけなんです

が、できまして、これができますと、今あるもの

はすべて入ります。これからまだ出てくるだろう

と想定されるわけなんですが、実は１月、２月と

測定した結果、8,000㏃を下回っていたんです。

１月が6,600で２月が6,800で、３月はまだこれか

らやるわけなんですが、これがまた超えるかどう

かは、本当にはかってみないとわからないような

状況でございまして、これからどのくらい出るか

というのも想定がまだ今のところできないわけな

んですが。できてもいいように、今のところその

24年度につくったものには、まだあと２カ月分ぐ

らいは入る予定なんです。ですから、３月を越え

て４月、５月ぐらいまではそのテント倉庫で間に

合うんですが、当然それから６、７、８とまた高

い季節が続くもんですから、そのために出た場合

は、予算をとっておいてつくらなければならない

ということで、この予算は上げたわけなんですが。

正直いいますと、まだわからないというのが現状

でございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 設置場所というのはまだあるんで

すか。 

○齋藤委員長 所長。 

○茂呂那須塩原クリーンセンター所長 実は、クリ

ーンセンターの敷地というのは結構広いんですね。

そこには遊歩道というか、散策路があったり、ビ

オトークがあったり、それから林の中にはフクロ

ウの箱が置いてあったり。いろいろ土地はあるん

ですが、それなりに環境の指針として環境団体の

方があそこに来ていろいろ昆虫採集をやったり、

植物を見て歩いたりしているわけなんで、そうい
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うところを、言葉は悪いんですけれども、つぶす

ということで考えれば、まだまだ土地はあるんで

す。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 最終処分場の関係なんですが、こ

れはちょっと関連なんですけれども、県からの、

私も新聞ではちょっと読んでいるんですが、情報

でいろいろ入ってきているんですが、そんな情報

というのは市のほうに入ってきているんですか、

県から、今後どのようにしていきたいとか。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 例の矢板のほうの関係ですと、

毎日新聞報道で、県知事が主導権をとって、市町

長会議を開催するという報道がされて、その後、

副市長にも集まるんだみたいな新聞記事は出たと

ころなんですけれども、第１回目の会議がですね、

この間電話がきまして、４月５日に市町長会議を

開催したいというようなことでお電話がありまし

た。ただ、中身、一体どんな会議になるのかは、

まだ私のほうではちょっとよくわかりません。 

○眞壁副委員長 結構です。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 すみません、75ページの那須塩原クリ

ーンセンターと、それから最終処分場、これ委託

料を入札したというんですけれども、このクリー

ンセンター入札、何社入って、最終処分場、何社

入ったんだか、その辺だけちょっと教えていただ

きたい。 

○茂呂那須塩原クリーンセンター所長 まず、クリ

ーンセンターのほうの包括委託に関しましては、

５社を指名しまして、実際に入札に札を入れたの

は２社でございます。総合評価方式という形をと

って、点数の高い現在のＪＦＥがとったというこ

とでございます。 

  最終処分場は８社指名したんですよね。何社応

札したかは、ちょっと今ないんで、申しわけない

んですけれども。 

○菊地委員 じゃ、後で結構です。 

○茂呂那須塩原クリーンセンター所長 同じ今やっ

ている、共和メンテナンスがまた今回はとったと

いう形になります。 

○菊地委員 いいです、それじゃ。わかりました。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ごめんなさい、１点だけ。 

  歳入の20ページの衛生費寄附金、３者からの寄

附ということですが、1,230万かな、これは今後

も継続されるんですか。 

○齋藤委員長 橋本課長。 

○橋本環境対策課長 一応縛りがですね、限度額１

億までなんですね。それと、あとは、もしくはそ

れぞれの会社が終わるまでという形になるもんで

すから、その間は続くと。去年までどこでしたっ

け、終わったのは、西岩崎が24年度で１億円満額

使って終わった。ですから、この３つについては

もう少し期間はあるのかなと思います。 

○相馬委員 了解です。 

○齋藤委員長 ほかにございますか。 

  よろしいですか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  ここで、昼食のため、暫時休憩といたします。 

  開会は午後１時といたしますので、よろしくお

願いを申し上げます。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３５号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 産業環境常任委員会に切り替え、議

案第35号 那須塩原市西那須野清掃センター解体

基金条例の廃止を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  橋本環境対策課長。 

○橋本環境対策課長 （議案第35号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員からご質疑、ご意見等をお受けいたしま

す。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号 那須塩原市西那須野清掃センター

解体基金条例の廃止については、原案のとおり可

決すべきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第35号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第40号 那須塩原市一般

廃棄物処理基本計画の改訂を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  橋本環境対策課長。 

○橋本環境対策課長 （議案第40号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 
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  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  ありませんか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 質疑で堆肥センターの関係があり

ましたが、ちょっと微妙な言い回しで、私もよく

わからなかったんだけれども、ちょっとこの辺の

ことについて説明していただければ。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 堆肥センターがですね、基本

的には一般廃棄物上の処理施設という形で位置づ

けがされています。早乙女議員が言ったのは、そ

の一般廃棄物処理施設なんで、この計画に反映さ

せるべきではないかというのが趣旨の発言だった

んですが、現実的にはですね、堆肥センターで処

理できる一般廃棄物の量が日2.2ｔの量で、今現

在既にその2.2ｔに見合う量の学校給食とか、一

部の事業所からの食品残渣が入っておりまして、

もう既にそれでいっぱいなんですね。その関係で、

さらにその拡大する容量がもう既にないというよ

うなことから、今回は一般廃棄物のこの計画の中

からは、そういった部分に記載がなかったという

ような現状ということでございます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 これは予定的には、最初あったん

ですか、つくったときに入れるとかというあれは。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 当然施設の計画段階で牛のふ

ん尿関係を処理するのとあわせて、一般廃棄物の

処理をするんだというような計画でございまして、

計画のあった段階では、うちのほうへも当然あり

まして、その関係で給食センターの給食の残飯を

持っていくというのが、その中からそういう計画

になったということでございます。 

○眞壁副委員長 最初合ったということですが、受

け入れる余裕はないということかなと。わかりま

した。 

○齋藤委員長 そのほかありますでしょうか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 37ページの事業計画、レジ袋の削減と

いうことなんですけれども、当然これはスーパー

とかそういうところの話じゃないかと思うんです

けれども、スーパーによっては、袋を持っていく

と２円引くとか３円引くとかというところがある

んですけれども、そうじゃないところもあるわけ

ですよね。そうすると、消費者の方もその辺を使

い分けていて、引かれないところはそこのレジ袋

をもらって、引かれるところは袋を持っていくと

かというような場合もあるんじゃないのかなと私

は思っているんですけれども。ですから、本来な

らば、そういうようなことが望ましいのかなと思

うんですけれども、そういうことの話し合いとい

うのはやっているんでしょうか。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 レジ袋の削減については、那

須塩原市だけで、エリアではなかなか消費行動と

いうのは広範囲ですから、できないということで、

県のほうが段取りをとって、レジ袋削減推進委員

会というものをつくっておりまして、それに那須

塩原市、それから大田原とかも加盟して、県全域

でやろうというような形で取り組みはされていま

す。ところが、委員おっしゃるように、会社の方

針で、うちはやらないよというところが何件かあ

りまして、あそこがやらないならうちもなかなか

難しいねとかというのがありまして、まばらな状

況であることは確かです。 

  ですから、その辺を含めまして、今後も、うち

のほうとしては、県と合わせてそういうところに

も削減の協力をしてくださいというようなお願い

をしていくしか形としてはないのかなと。あとは、

消費者の方はやはり賢いですから、レジ袋代、あ
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れポイントになったりするところもあるんですね。

そういうところのほうへ行って、時々小さい袋が

欲しいときにはそこへ行くとかというような使い

分けをしているというお話も確かにあるかと思い

ます。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 おおむねですね、やはり消費者の皆さ

んも大体が今、袋を持っていっているような状況

は見受けられますね。ですから、大分浸透はして

きたなとは思っていますけれども、そういう会議

があるということなんで、なお一層そういうこと

で努力をしていただきたいということをお願いし

ておきます。 

  それから、実はこの41ページの現在の分別区分

というのがありますね。この中で、もうちょっと

うちのほうにちょっと言われたんですけれども、

⑷がありますね。小さな紙などは紙袋に入れてか

らひもで縛ると。その下に、リサイクルできない

紙で、封筒の粘着部分とかというのがありますね。

そういうのは切ったり何かしているんですけれど

も、その紙袋そのものが持つところが既に何てい

うんですか、のりづけされているとか何か、そう

いうふうなあれがあるんじゃないかということを

言っているんですけれども。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 確かにのりなんかは、かなり

資源に戻すときに阻害されるんですけれども、や

はりもう純粋に紙だけでなければできないよとい

うことではないんですね。その中である程度のパ

ーセンテージは、不純物というのは見ております。

ですから、紙の一部分にビニールが張ってあると

かいったものは、できるだけはがしてくださいと

いう話はしますけれども、出していただいても、

それは大丈夫です。 

○菊地委員 それじゃ、それはわかりました。 

  あと、この45ページなんですけれども、⑸のご

みステーション整備等事業費補助制度というのが

ありますね。これは、ごみステーション整備、全

市的にできれば幸いなことなんですけれども、事

情によってできないところがたくさんありますよ

ね、道路に置いたり何かして。そういう場合に、

この本当にその場所を移動することはできないん

で、当然道路際に置くとかそういうふうになって

いるんですけれども、それを改良するためには、

本当に難しい状況だと思うんですよね、これ。で

すから、そういう難しい状況のごみステーション

の問題の解消というのはどのように考えているん

だか、ちょっとお願いします。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 現実的に道路のわきのステー

ションに設置してごみ出ししているというのはか

なりの数見受けられます。そして、そういったも

のが道路に散乱したり、カラスの被害で散らけた

りという状況があることも存じています。だから

といって、新しいごみステーションをつくれるか

というと、これも土地の問題があってかなり難し

い。土地の問題もあわせて、その隣の人も、うち

のそばにごみステーションを持ってこられちゃ困

るよという問題もあって、そういったごみステー

ションを新たにつくるというのはかなり難しいこ

とになっています。 

  この５番の制度そのものがそういった問題解決

の一つになればと、多少なりとも補助金を出すん

で、皆さん、まちをきれいにしましょうという観

点のもとでこの制度がですね、まだまだ煮詰めな

ければならないんですけれども、その一つの手助

けの一つになればという形で、今回こんな形で上

げています。ただ、具体的な内容については、ど

ういうというのはまだ詰めてはいないんですが、
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そういったまちをきれいにするための一つの手法

として、こういったごみステーションの補助制度

がうまく活用できればということで考えておりま

す。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 大体道路際にごみステーションを置い

ているところも、今はもちろん責任者の方もいら

っしゃいますけれども、要するにそこに収集する

人たち全員でもって、要するに責任者をそこで決

めて、そして終わった後は、汚れていれば、その

責任者の人が掃除をするというような形で、非常

に汚れたままになっているというところは意外と

少ないですね、回って歩いても。ですから、非常

に皆さんがそういうことで、ごみを収集した後に

はきれいにしておこうというような、そういうふ

うになっているのかなというふうに現在は思って

いますけれども、一番いいのは、ごみステーショ

ンができればいいんですけれども、今言ったよう

なことでなかなかできないというような事情があ

るんで、今後何かいい方法があったらというよう

なことでご検討をお願いしておきます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかありませんでしょうか。 

○眞壁副委員長 じゃ、交代しまして、委員長どう

ぞ。 

○齋藤委員 本市における目標設定、34ページの数

値目標ですね。先ほど説明をいただきましたけれ

ども、県平均の平均値が今、那須塩原の平均値だ

というふうに思いますけれども、今後1,028ｇを

977ｇの５％削減していくんだという説明を受け

ましたけれども、大変すばらしい計画ではあると

思うんですが、これをやはり具体的な施策がない

と、なかなかこの目標値に達せないと思うんです

が、その辺何か策があればお聞きしたいと思いま

す。 

○眞壁副委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 確かに５％削減、市にとって

厳しい数値なんですけれども、一番何が効果的か

というと、やっぱり生ごみ関係が一番重さ、どう

してもごみの量といっても、容量よりも重さで換

算するもんですから、生ごみの量というのがかな

りの量を占めるという形で、生ごみ対策をどうす

るか。ですから、生ごみの補助金もそうなんです

けれども、事業所に向けての生ごみ対策とか、そ

れと個人向けに、例えばですけれども、まだこれ

は検討の段階で何とも言えないんですけれども、

生ごみをつくった人が、例えば市民農園なんかに

持っていって野菜と交換ができるなんていう形に

なると、これは何ともまだ、私の頭の中にあるだ

けなんですけれども、そんなようなシステムとか。

生ごみの事業所単位でもって、それから生ごみの

処理をするためのシステムみたいなものをつくる

というようなものがうまく回ってくれれば、かな

りの資源の削減効果があるなと。 

  それと、結果的に産業廃棄物になると、ごみは

ごみでどこか、どっちの分野というのはあるんで

すけれども、かなりの量で事業所から産業廃棄物

関係が流れてきてはいるんですね。そういったも

のも本来の一般廃棄物は一般廃棄物処理施設で、

産業廃棄物は産業廃棄物施設でというふうな形で

割り振りをするというような、大きな２つ、その

辺のところを何とかうまくクリアしていければ、

目標達成になれるのではないかというふうな見込

みは立てております。 

○眞壁副委員長 齋藤委員長。 

○齋藤委員 今、２つの大きな施策を聞いたわけで

ありますので、この５％削減に向けては、今言っ

たようなものを実行しながら、ぜひ目標値に達す

るように努力をしていただきたいというふうに思

います。 
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○齋藤委員長 委員長を交代いたしまして、そのほ

かございますでしょうか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 先ほどちょっと言うのを忘れたんです

けれども、このごみを出す場合、要するに営業し

ているお店なんですけれども、要するにこの一般

の収集のところへほとんどが出していると思うん

ですよ。本来ならば、それは何かこう業者を頼ん

で処理しなければならないとは思うんですけれど

も、その辺の確認というか、指導というのは行っ

ているのかどうかというのがちょっと。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 ごみの有料化が始まった21年

のときに、そういった通知書を出しましたし、収

集運搬を業務にしている人たちからも情報をもら

ったりして、基本的に事業系廃棄物は別ですよと

いうことで指導をかなりしました。 

  先ほどのグラフの中で、事業系が21年度ふえて

いるのがあると思うんですよ。多分その辺の影響

もあってふえてきているのかなという部分もある

んですけれども、今そういった形で、事業系のご

みが入っている可能性があるよと。例えば、お店

の空き缶が入っているとか、お店の何か、しょう

ちゅうの瓶がいっぱいどっと入っているよとかと

いうふうな、そんな情報をいただくと、うちのほ

うから指導に、その都度、お店のほうに伺って、

これおたくで出しているごみですか、これは事業

系廃棄物なんで、ステーションには出せませんの

で、直接持ってきていただくか、業者さんをお願

いするかという形で、年間指導は今でもかなりや

っております。 

  ただ、情報をいただかないとなかなか難しいと

ころがありますので。 

○菊地委員 そうですよね。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 この場合のお店というのは、あれです

か。例えば小規模、それから何ていうんですか、

お酒を飲むところ、そういうところ、ほとんどが

そういう、例えばペンションをやっているとか、

そういうところは全部そういう事業系というふう

に入るわけですか。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 あくまでも営業としてやって、

それの結果出たごみというのは事業系のごみです

から、基本的には一般ステーションには出せない

ごみという形になります。 

○菊地委員 じゃ、わかりました。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 そういう中で、今まで要するに黒いご

み袋で出していましたよね、昔は。そうすると、

黒いごみ袋にそういうごみを入れて、中が見えな

いように縛って、その上に今のピンクの袋を入れ

て出してあるんですよ。それは、業者さんはその

中を見るわけじゃないからそのまま持っていきま

すけれども、そういうようなものもあるんですけ

れども、それらについてはどうなんでしょうか。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 ぜひそういう情報があれば、

うちのほうで現場に伺って、中を確認するという

作業もしておりますので、ぜひ情報をいただけれ

ばと思います。 

○菊地委員 わかりました。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 最終処分場計画についてちょっとお聞

きしたいんですが、先ほどの説明ですと、７年前

後、状況にはよりますでしょうけれども、25年度

から、この文面だけ見ますと、計画を検討します

ということになっていますよね、これは。現在の

処分場、新たに処分場を多分、どこかに設置する
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んだと思いますけれども、現状の処分場の隣接、

あるいは同じ敷地内に処分場をつくることが可能

かどうかというのが１つお聞きするのと、これ７

年前後というと、本当にもうそうなった場合、土

地の確保ぐらい、当然説明をした上での、これ間

に合うのかどうか。その辺をちょっとお願いしま

す。 

○齋藤委員長 課長。 

○橋本環境対策課長 ご指摘のとおりに、もう７年

という年月は決して長い年月ではないという認識

はしています。それで、今現在のところに、敷地

はあるのかというようなことについては、敷地は

ございます。あるのはあるんですけれども、じゃ

そこにつくるのには、そこが適地なのかというの

はまた別な問題になりますんで、場所はあります

けれども、果たしてそこになるかどうかというの

は、これからの検討なんです。その中で場所を定

めて住民説明会なんかも入っていかなければなら

ないという形になりますから、もう本当に急いで

始まらないと大変なことになると。ごみ焼却をや

めるわけにはいきませんのでね。 

  あと、多分今の放射能問題が終結して、溶融ス

ラグ等が製造できるようになれば、また焼却灰そ

のものがぐんと減りますんで、もう少し延びるだ

ろうという感触は持っております。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この文面の中で、そういったことを考

えた場合に、思い切ってこれもう25年度からとい

う年度まで検討する、初年度として入れてしまっ

てもいいのかなという気がちょっとしたもんです

から、質問させていただきました。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号 那須塩原市一般廃棄物処理基本計

画の改訂については、原案のとおり可決すべきも

のとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第40号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、次第にはございませんが、その他で何か

ございますか。 

〔「こちらからは別にございません」と言

う人あり〕 

○齋藤委員長 委員のほうから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 西那須野と黒磯のクリーンセンターの

計画、解体、そういったことはいつごろに考えて

いるんですか。 

○橋本環境対策課長 あれですか、黒磯と塩原のク

リーンセンター。計画上は、黒磯を25年度か、実

施計画上は載せる予定なんですが、実際に５億、

６億のお金がかかりますから、具体的にいつどう

なるかというのはちょっとまだわからないと思い

ます。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  ほかにありますか。 
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〔発言する人なし〕 

○齋藤委員長 それでは、環境対策課の審査を終了

したいと思います。 

  大変お疲れさまでございました。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 予算審査特別委員会（第三分科会）

として生活課の審査を行います。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  大島生活課長。 

○大島生活課長 （議案第11号について説明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  東泉委員。 

○東泉委員 このデマンドタクシーのことなんです

けれども、10月１日から運行ということになって

いますけれども、大体お話聞いてイメージ、何と

なくわかるんですけれども、もう一度このゆーバ

スとの連携というんですか、その辺のことをイメ

ージをあれしながら、ちょっと簡単にもう一度よ

ろしいですか。 

○齋藤委員長 大島課長。 

○大島生活課長 現在ゆーバスなんですが、７路線

運行しています。それをデマンドのほうに引き継

ぐ部分と新規でということでございます。ゆーバ

スについては増加傾向にありますけれども、全体

的に縮小、利用率が下がっている部分もあるとい

うことで、その辺のゆーバスの部分の改善と、そ

の部分についてを交通空白地帯にはしないという

ことで、利用域を含んだものについてデマンド交

通に切りかえていこうというふうな部分になって

ございます。 

  少ない部分についての宇都野線、それと下大貫

線、接骨木線、湯宮線、それと鍋掛線の一部、豊

岡とか寺子のほうですね。それをデマンドとして

運行できればというふうに考えているところです。 

  また、西岩崎線という形で、新規で考えている

部分がございます。それが西岩崎線と、あと塩原

の日塩もみじライン線というふうな形で、これに

ついても新規で入れていこうというふうに思って

います。この西岩崎線については、福祉タクシー

の部分でも同じですけれども、町うちに日中利用

する方が多いのではないかというふうな部分もあ

りますし、別な民間バス路線が行っていないとこ

ろで、長い路線を、８km以上あるような路線につ

いて１本、また人口が集中しているような部分に

ついて１本、西岩崎線として新規で路線を走らせ

る。 

  それと、日塩もみじラインについては、どうし

ても本当に公共の空白地帯というふうな形ですの

で、それについても、塩原地区についても１本ほ

ど追加して運行できればなというふうに考えてい

るところでございます。合計７台として、ワゴン

車で運行できればというふうに考えているところ

です。10人乗りのワゴン車を考えております。 

  ゆーバスについては、そうなりますと、今現在
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の黒磯西那須野線、それと鍋掛線の一部というふ

うな形の部分を生かしつつ、余剰で、車で余って

いる部分についてを西那須野地区のまだ通ってい

ないところに大体２路線ぐらい追加して、西と東

口に追加して、また黒磯地区についても巡回とし

て新路線をつくれないかなというふうにちょっと

今検討しているところでございます。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 大体わかりました。 

  そうしますと、このデマンドタクシーというの

は、まずあれですよね。自宅に迎えにきてだった

り、その辺ちょっともう少し。 

○齋藤委員長 大島課長。 

○大島生活課長 デマンドもいろいろ形態があるん

ですけれども、通常デマンドというと、委員さん

がおっしゃるとおりに自宅から目的地までという

のが本当の一番いいサービスになるんですが、今

回私どものほうで考えているのが一応ゆーバスの

路線を使用した、停留所を使用した部分で最初は

時刻どおりの部分で運行。停留所を使って、そこ

に今までのバスの時刻的な形の時刻表でそこに迎

えに行くというふうな部分で。ですから、自宅か

ら停留所まで行ってもらうというふうな形を最初

は考えております。 

  それで、今のサービスというか、利用というか、

要望等も多い、あるいはこれから利用者も多いで

あろう施設等をちょっと追加しながら、その停留

所をですね、福祉施設等、何カ所か追加しながら、

全く同じ路線を使うんではなくて、ちょっと若干

そこにプラスしながら、デマンドの停留所を考え

ていこうかなというふうに思っているところです

が、ドア・ツー・ドアでは考えておりません。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 そうしますと、あれですね。停留所ま

で遠い方、またそのうち年寄りだけで、同居の人

とかいない方というのは、なかなかその辺は解消

難しいですね、大変ですね。なかなかね、実際。 

○齋藤委員長 大島課長。 

○大島生活課長 そうですね、おっしゃるとおり、

中にはそういう方も出てくるとは思ってはいます

が、一応最初なもんですから、どういうふうにな

っていくかという部分もありますし、最初から一

番サービスのいいというふうな形に切りかえてし

まいますと、なかなかどういうふうな実態といっ

て、そこの場所もゆーバスの路線を使うという部

分もありますので、まずは考え方とすれば、ゆー

バスの今の走っている部分について経費節減をし

ながら、その分、別の部分について利便性を持た

せたサービスを向上しましょうというふうな形で

考えている部分です。ですから、ちょっとその今、

デマンドになる路線の方については、今までの体

制と同じだけれども、よく空気を運んでいるとい

うふうな話がありますけれども、小さいバスに、

車にして、利用、効率性を図っていこうというふ

うな部分、そしてなおかつあいた部分について、

あいたバスについて、もっと利用増が図れるであ

ろう地区にバスを新しく走らせていきたいという

ふうな形で考えておるところです。 

○齋藤委員長 よろしいですか。 

  そのほか。 

  中村委員。 

○中村委員 そうしますと、今の続きなんですが、

定刻、時間はもう決まったもので通知をするとい

うのが原点ですね。わかりました。 

○齋藤委員長 大島課長。 

○大島生活課長 ただ、デマンドになるんでしたら、

一応予約というのは必要になるということで、や

っぱりそうしないと経費の節減が図れないもので

すから。ちょっと大変でも電話していただいて予

約をとっていただいてというのがちょっと追加に



－197－ 

なってくると思います。それで、そうなると走ら

なくてもいいということで、予約があったから行

くというような形になる。ただ、どうしても学生

さんなんかも乗ると思いますので、その辺は臨機

応変に、最初に、私は行くから、毎日この時間で

行きたいんだというふうになれば、毎日毎日は予

約しなくてもいいんじゃないかというふうな、そ

の辺のサービス的な部分については、便宜を図っ

ていかなければならないなというふうに思ってい

るところです。 

○齋藤委員長 ほかに質疑、ご意見等ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 那須塩原一般会計予算については、

原案のとおり可決すべきものとすることに異議ご

ざいませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、次第にはございませんが、その他で何か

ございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、それでは、生活

課の審査を終了いたします。 

  大変お疲れさまでございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齋藤委員長 それでは、本日の委員会議事日程は

終了いたしました。 

  明日は午前10時から産業観光部所管の審査とな

りますので、よろしくお願い申し上げます。 

  事務局から何か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それではこれで閉会いたします。 

 

閉会 午後 ２時５３分 
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産業環境常任委員会及び予算審査特別委員会（第三分科会） 

 

平成２５年３月１３日（水曜日）午前１０時００分開会 
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委 員 東 泉 富士夫 君 委 員 相 馬 義 一 君 

委 員 菊 地 弘 明 君   

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

産業観光部長 斉  藤  一  太  君 農務畜産課長 川  嶋  勇  一  君 

農務畜産課長 
補 佐 
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農務畜産課 
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農業振興係長 相  馬  和  男  君 畜産振興係長 織  田  智  富  君 

堆肥センター 
所 長 

金  田  文  男  君 農林整備課長 高  久  清  一  君 

農林整備課長
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農村整備係長 

邉  見     修  君 林 務 係 長 大  森     貢  君 

地籍調査係長 伊  藤     隆  君 商工観光課長 佐  藤     章  君 

商工観光課長 
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印  南  良  夫  君 観 光 係 長 高 根 沢  威  夫  君 
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  ２．委員長あいさつ 
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  ３．審査事項 

   〔産業観光部〕 

    ・産業観光部長あいさつ 

   （農務畜産課） 

    予算審査特別委員会 第三分科会 

    ・議案第１１号 平成２５年度那須塩原市一般会計予算について 

    産業環境常任委員会 

    ・議案第３９号 財産の取得について 

   （農林整備課） 

    予算審査特別委員会 第三分科会 
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  ４．その他 

  ５．閉 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○齋藤委員長 それでは、おはようございます。 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎産業観光部の審査 

○齋藤委員長 産業観光部所管の審査を行います。 

  初めに、産業観光部長よりごあいさつをいただ

きます。 

  産業観光部長。 

○斉藤産業観光部長 （挨拶。） 

○齋藤委員長 ありがとうございました。 

  それでは、予算審査特別委員会第３分科会とし

て、農務畜産課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 議案第11号 平成25年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  なお、説明に当たっては、前年度より大幅に変

わっていないものに関しましては簡略に、新規事

業を主に重点的に説明をいただければありがたい

というふうに思います。 

  それでは、川嶋農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 （議案第11号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  東泉委員。 

○東泉委員 ２点ほどお聞きしたいと思うんですけ

れども、まず５ページなんですけれども、この八

郎ヶ原牧場の使用料ということで出ております。

現在82頭ということで話がありましたけれども、

この八郎ヶ原牧場というのは、かなり膨大なお金、

国にしても、本市にしてもかなりのお金が使われ

ているんですけれども、この辺の費用対効果の面

では、どのように考えているのか、ちょっとお伺

いしたいと思います。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 実際に、箒根酪農業協同組合

のほうから引き継いだという経緯があります。実

際に今まで放牧されている頭数の関係につきまし

ては、今回の予算の見込みも、ある程度頭数を見

込んでおります。大体80頭前後の中で今まで入牧

等をしてきております。 

  その中で、計算して、この経費からこういう入

牧料関係を差し引いたりしますと、当然、黒字と

いうわけにはいきませんですけれども、将来的に、

ここが酪農地帯の産地という中で、基幹産業にな

っているという中で、今後この牛の後継牛の育成、

それから酪農振興の面を考えた場合、当然、市と

しては重要な施設という位置づけの中で今後も管

理して、なおかつ利用しやすいような牧場という

ことで、一番いいのは通年で放牧できれば、それ

なりの効果はあるかと思うんですけれども、あそ

こは、冬場は雪等で通年の営業はできないという

ようなことなものですから、特にそういう農家の

中で、ある程度、通年で利用したい場合はほかの

放牧場のほうで、それ以外の中小規模の農家につ

きましては、できるだけ、この八郎ヶ原牧場のほ

うを使ってもらうような方向で、今後もそれぞれ

の酪農組合のほうにＰＲをしていきたいというふ

うに考えております。 

○齋藤委員長 東泉委員。 
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○東泉委員 そうしますと、ほぼ今80頭ですか。こ

こは限度、収容できるその頭数というのは何頭ぐ

らいなんですか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 120頭ぐらいは能力が。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 わかりました。そうしますと、今まで

もずっと努力をされてきているわけですね。なか

なか、お話を聞いて難しいなと思いました。 

  ではもう１点、同じような内容になると思いま

すが、９ページの堆肥センターの件なんです。堆

肥センターもかなりお金をつけられておりますけ

れども、この辺も費用対効果の面ではどのように

お考えになっているのか、まずお伺いしたい。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 収支を今回、収入の分と経費

の分を差し引きますと、当然、赤字ということは

やむを得ないことだと思います。 

  ただ、やはり有効な資源を活用した中でリサイ

クルというか、堆肥を製造した中で利用していく

ということの考えのもとで実際に始まったわけな

んですけれども、実際には、あの計画そのものに

つきましては、箒根酪農組合の意向を聞きながら、

35戸の農家に対する堆肥処理施設という形で計画

は始まったわけなんですけれども、実際に運用し

始まったところ、それぞれの計画に入った酪農家

は、自前のふん乾施設等を整備した中で始まった

ということで、当時、予定していたよりも、牛の

ふん尿が運び込まれなくなったということで、そ

の処理能力に対して、今、稼働しているのが大体

40％ぐらいにはなってきたんです。それ以外の酪

農家のほうに働きをかけた中で、なるべく利用し

ていくださいということでＰＲをしながら、何と

か計画の40％、処理能力の40％近くぐらい、今は

入ってきております。 

  したがいまして、やはりこれがある程度、それ

以上に利用されるようになれば、少しずつは経費

のほうの負担も少なくなってくるかと思うんです

けれども、残念ながら今の段階では費用対効果と

いって見た場合に、かなり市のほうの持ち出しが

あった中で大変だというのが現実です。 

  ただ、国の補助を入れた中でつくった施設なも

のですから、今後やはり有効利用が図れるような

形で、それぞれ酪農協の組合を通じた中で、なる

べく利用してもらうような形で、今、それぞれセ

ンター長のほうへ働きかけをしているところです。 

  ただ、製造した堆肥につきましては、かなり好

評で、だんだん口コミで広がってきておりまして、

特に堆肥の運搬関係も、特に４月、５月、利用す

る時期が集中してしまうものですから、先ほど言

いましたように運搬も間に合わないことがあると

いうことで、今回、委託料に計上させてもらった

中で、その部分を委託して行うというようになっ

ています。 

  ただ、先ほどの歳入でも、大体２割近く去年よ

りも見込んだように、そちらのほうは順調に伸び

てきているということで、少しでも圧縮していき

たいというふうに考えております。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 わかりました。努力されて、年々いい

方向になっているというお話を今聞きました。了

解です。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑、ご意見等ございま

すか。 

  眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 堆肥センターの関係で、機器の関

係のほうを聞いたんですが、給食のほうの残飯を

入れるというのが難しいというような話があった

んですが、容量的というか、処理能力的にはどう

なんでしょうか。ちょっと確認したい。 
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○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 １日当たり、残飯関係につい

ては2.2ｔの処理能力しかないんです。ですから、

もう今現在、それぞれの給食関係、保育園関係の

残飯関係と合わせて、若干民間のほうの残飯も入

っておりまして、もうその能力近くは今実際に集

まった中で処理しているというような状況なもの

ですから、それ以上にＰＲした中で集めるという

わけには、ちょっと今の段階ではいかない、今の

施設の機能ではいかないということで、考えてい

ます。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 では、その能力をこれから上げよ

うとか、そういう考え方というのはあるのかどう

か。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 今現在、先ほど言いましたよ

うに、もう処理能力に近く集まってきております

ので、施設としては、規模を拡大して整備する考

えはありません。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 ちょっと別な話なんですけれども、

82ページの畜産振興対策費の関係の負担金、補助

金の関係で、一番下に塩原漁業協同組合10万円の

補助金なんですが、これは畜産対策関係で出てい

るんですけれども、この辺の理由というのがある

かと思って。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 魚関係ですね。淡水魚関係も、

動物という形で今みなされて、うちのほうの畜産

振興係で取り扱っているという状況で、予算もそ

ういう漁業組合に対する支援金も、ここで行う中

で入っているという状況です。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 畜産には直接関係ないということ

でよろしいですか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 はい、そうです。牛とか豚と

か、そういったものには直接には関係ないですね。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 漁業組合が那須塩原市に今２つぐ

らいあるんでしたっけ、那珂川の組合とか。そち

らのほうの補助金というか、そういうので出てい

るのかどうか、ちょっと確認したいんですが。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 ２つほど、那珂川漁業組合と

いう組合がある、あと１つあるかと思うんですけ

れども、その合併前の塩原町時代、今までの経過

があった中で補助していたものを引き継いで、現

在もこういう形の中で補助金という形で出してい

るということで、当然、市の単独事業の見直しの

中で、今までそれぞれ審査協議してきておりまし

て、やはり内容的に精査した場合には、まだ補助

金という形の中で支援していく必要があるだろう

というふうな中で、今回、計上しております。 

○齋藤委員長 眞壁副委員長。 

○眞壁副委員長 そうすると、これからも那珂川の

ほうには補助金は出すつもりはないということで

すか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 一応、考え方は、ゆくゆくは

こちらの補助金、塩原の漁業組合に出資している

補助金のほうも、金額的にも小さいし、ある程度、

今後、こちらのほうの団体と協議しながら、なく

す方向では財政のほうとも協議して、今後、進め

るような考えでおります。ですから、那珂川の漁

業組合のほうの補助金、新たに支援していくとい

う考えは今のところありません。 

○齋藤委員長 そのほか。 

  菊地委員。 
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○菊地委員 堆肥センターのことです。 

  何か箒根酪農協に35戸あるという話でしたけれ

ども、現在加入しているのは何戸なんでしょうか。

落ち込んでいるね。加入農家というのかな。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 この資料をちょっと持ってき

ておりませんので、確認させてもらいまして、多

分17戸ぐらいで搬入されているということは聞い

ておりますけれども、ちょっと数字は確認させて

いただきたいと思います。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 では、17戸という、今わかると思うん

ですけれども、そういう中で半分ぐらいですか、

これは搬入しているのは。 

  今は、課長さんのお話ですと、もちろん自前で

施設をつくってしまったとか、そういうことはあ

るとは思うんですけれども、当初の見込みでは当

然、その酪農協にお話ししたときには、そういう

農家が大部分あれしてくれるんじゃないかなとい

う、そういう見通しのもとにやったというふうに

思われるんですけれども、この搬入をしていない

農家の、採便をここに搬入していない理由という

のは、どのように捉えているんでしょうか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 やはり、使い勝手というのは、

自分の好きなときに好きなようになかなか搬入で

きないとか、または集中すると、一遍に受け入れ

が難しいというのがあるものですから、日にち的

にある程度計画的な中でお願いするという場合も

あります。 

  したがいまして、やはり箒根酪農業協同組合の

方々も、それなりの大規模な経営の方が多いもの

ですから、黒磯のほうの酪農家と同じような形で

補助金を受けながら、ふん乾施設を自前で整備し

たという状況にあるかと思います。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 そういう中におきまして、予算そのも

のが、処理手数料を20％アップしたんだというよ

うなお話なんですけれども、震災によっていろい

ろなものがだめだというような状況の中で、そう

いうふうに20％アップというふうに見込んだこと

がちょっとどうなのかなと、どちらかというと現

状維持か減るのではないのかなという感じを持っ

ていたんですけれども、その20％アップという最

大の理由というか、そういうものについて、ちょ

っとお尋ねしておきたいと思います。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 処理手数料の単価そのものが

アップということではなくて、搬入する量がふえ

たことによって、当然、全体的な処理手数料がア

ップしたということで、20％アップということで

述べたわけです。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 当然私もそう思ったんですけれども、

その量がふえるというのは、当然その量がふえる

ということは、その搬入する農家もふえないと、

ふえないんじゃないのかなというふうに思うんで

すけれども、多分、この35戸から、今、17戸が来

ると思うんですけれども、当然そういうものがふ

えるという見通しのもとに、では、やっているん

ですか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 昨年度予算につきまして、あ

る程度下の数字で計上した中での予算上見込みと

いうことで計上したと思いますけれども、去年そ

れぞれセンターのほうで努力してもらいまして、

搬入路の開拓ということで、いろいろ組合等に話

しかけた中でふえてきて、今年度の実績が、その

数字に近くなってきて、アップしてきているもの

ですから、では、25年度につきましては、ことし
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の実績を見た中で、搬入量を決めさせてもらった

中で、それに伴って昨年度の当初の予算よりも２

割ぐらい現実的に見込まれるということで計上さ

せてもらっています。 

○菊地委員 はい、わかりました。 

  では、戸数がわかったら教えてください。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 戸数がわかりましたので、申

し上げます。 

  一応、この利用組合というのがあるわけなんで

すけれども、加入していますのは、とりあえず42

戸ということなんですけれども、実際に搬入して

いますのが16戸ということになります。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 ちょっと報告だけお願いします。夏秋

どりイチゴ拡大のための施策があるんですが、状

況、どのぐらいやっているか、それが１点。 

  もう一つは、やはり82ページの人・農地プラン

関係のいわゆる集積関係です。その辺の状況。 

  もう一つは、青木物産センターは、そういうこ

とで看板等々の対策を考えているんですが、非常

にあそこは何かイメージ的に暗いんですよね。こ

ちらから見て。そういったところの対策を考えた

らどうか。 

  もう１点、先ほどの堆肥センターの件なんです

が、結局、発酵乾燥という形をとっておられる中

で、乾燥した堆肥をまた戻してやるとか、当然な

がらもみ殻も入れているんですが、もっと別な対

策を考えられないんですか。その辺が１点。 

  お願いします。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 夏秋どりイチゴの関係なんで

すけれども、実際に生産者につきましては、今の

ところ４名なんです。それで、24年度は一応、24

年新規参入という形の中で３人加わって、今現在

は７名ということで、24年度、今年度、かなり会

員がふえたということで、現在は７名になってお

ります。 

  圃場面積を一遍に面積拡大ということは、なか

なか、イチゴなものですから、されないんですけ

れども、23年度までは栽培面積が約709㎡だった

んですけれども、それが24年度、先ほど言いまし

た新規会員がふえたということで、315㎡ふえた

ということで、今現在は面積的には1,023㎡です

から、大体１反歩ぐらいの作付面積になっている

という状況で、今後さらに拡大ということであり

ます。 

  人・農地プランにつきましては、このプランの

説明の中で説明させていただきます。 

  それと、青木のイメージが暗くてというところ

なんですけれども、これも限られた敷地の中で今

実際に施設が整備された中で運営しているという

ことで、要望者、そういう実際に施設を利用して

いる方々からも、駐車場の関係が狭いとか、いろ

いろな要望があります。なおかつ、直売所関係も

狭いという中で、何とか増築できないかというよ

うな、いろいろな要望があった中で、売り場面積

を確保するためにテントを利用したり、またはこ

ういう軒みたいなものをつくった中でやっており

ますので、イメージ的に、そういう面でとってつ

けたような形の施設の部分もあります。そういう

ことで、ちょっと悪いのかなと。 

  それと駐車場も、かなり県のほうで整備してい

ただいた中で、経過も含めた中でああいう形にな

ったんだろうと思いますけれども、広くないとい

うことで狭いイメージがあるわけなんです。その

ほか、その北側になりますけれども、青木別邸の

ほうに通じる道が、古木の杉林の中で山道になっ
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ているという全体的な狭い部分と、その色合い的

な意味の中で、ちょっとイメージ的にそういう感

じがするのかなという感じは、私個人的にはして

おります。 

  あと堆肥センターの発酵乾燥の抜本的な見直し

という中で、なるべく、水分調整の関係が一番苦

労しているところなんでして、抜本的な見直しと

いいましても、その製造法がある程度、もう限ら

れていまして、その中でいかに経費をかけない中

で堆肥を製造していくかということで、その戻し

の堆肥の利用の中で、何とか経費を落としていく

と。おが粉そのものが、年々単価が高くなってお

りまして、当然、搬入された牛ふん、尿を堆肥化

するのには、多くなればなるほど、そのおが粉の

量もふえていくというような状況なものですから、

それにかわるものとして、今回、効率のいい形の

中で戻し堆肥を使うということで、経費を圧縮す

る。抜本的な製造法を変えるというのは、できな

いかというふうに考えております。 

  以上です。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 夏秋イチゴ等々はふえているというこ

とで、喜ばしいことなんですが、もう１点、震災

関係の新規就農者のこれ、今回、県が３分の１、

市が３分の１という形で100万を今回見込んでい

ますが、この数字というのは、例えばそういう方

がふえた場合は、当然これはふやす。来るものは

拒まずという形でしょうか。それが１点。 

  それと、堆肥センターは、私、つくるときから、

菊地議員なんかも一緒に多分見に行ったと思うん

ですが、あの方式の中でいろいろなことを僕も言

ったんですが、あのとき、県の農業公社か何かの

職員だったんですが、聞く耳を持たなかったんで

すよね。実を言うと。こういったロータリー型の

羽とか何かの耐久性なんかも問い合わせをしたこ

とがあるんですけれども、あの方法だと結局こう

いった状況になるのは、私の感覚から言えば、そ

のとおりだなということで提案したこともあるん

ですけれども、ブロワーもコンプレッサーも使っ

ているので、もっと何か勉強してほしいなという

のが１つと、先ほど眞壁委員が発言、残飯の問題、

2.2ｔが限度だと、別にこれは堆肥だからなんぼ

入れたって構わないんじゃないんですかと私は思

います。ですから、一部では、ある企業からの残

飯の処理したものも混ぜているという状況、青木

からのですか、聞いているんですが、その辺の状

況をちょっとお知らせをお願いします。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 就農の新規就農支援資金につ

きましては、当然、今現在、希望があって、ある

程度、その要綱、要領に合致した方がもうある程

度見込めていますので、それで県のほうと協議し

ながら、県のほうが３分の１の補助という形なも

のですから、見込んだ中で今回計上させてもらい

まして、今後そういう方が出てきた中で、県の補

助金として認められるということになれば、追加

の中で補正の措置をさせていただくというふうな

ことになるかと思います。 

  あと、堆肥センター関係の残飯の関係なんです

けれども、もうラインがある程度、施設そのもの

の残飯を堆肥化するラインというのがやはりあり

まして、その中で、詳しい堆肥の製造は私もちょ

っと理解していないんですけれども、ただ単に牛

のふん尿と一緒に混ぜて一緒に堆肥製造すればも

っと受け入れられるんじゃないのというお話だと

思うんですけれども、その成分とかいろいろ加味

する上で、やはり分けた中でそれぞれ製造してい

かないと、問題があるというふうに私は理解して

いる中で、そのラインの中でやっていくというふ

うに思っております。 
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○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 私もそこはちょっと、一緒にしている

とばかり思っていたんですが、だってこれは堆肥

で結局、成分はうたっていないですよね。商品と

しては。窒素、リン、カリ、うたっていないです

よね。ということでしたら、もしそういった残飯

というか、あるんでしたら、堆肥と一緒にもう混

ぜて、ラインもへちまもなく、１つの発酵物です

から、混ぜてやったほうがいいんじゃないかと私

は単に思ったからで。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 牛ふんのそのものの発酵過程

と生ごみの関係って、また差が多分あるんじゃな

いかと私は思いまして、ある程度分けないと均一

的な商品、製品ができないというふうに私は理解

しております。 

○齋藤委員長 産業観光部長。 

○斉藤産業観光部長 ただいまの堆肥センターのお

話が出ましたので、ちょっと補足させていただき

たいと思うんですが、いわゆる施設の認可という

のは、一般廃棄物処理施設ということで下りてい

るんです。そのときのいわゆる計画書の中で、生

ごみについては2.2ｔのキャパを１日の処理量と

してやります。残りが、ふん尿が92.6ｔというこ

とで、合わせて１日で94.8ｔの処理能力があると

いうことで、まず認可をいただいています。 

  それで、2.2ｔのラインは今、課長が申し上げ

ましたように、そのキャパでしか動かせないとい

う状況がございます。 

  それと、ふん尿と生ごみをもし混ぜるという、

もちろん数量的には生ごみのほうがかなり少ない

ということにはなるんですけれども、実際に回収

している生ごみには、しょうゆでありますとか、

塩でありますとか、ソースでありますとか、そう

いうものが正直入ってきています。したがって、

人間の食べ物ですので、塩分の結構濃いものがど

うしても残飯として出てくるという、そういう性

質上の問題と、やはり発酵の過程の問題とかと違

いがあるということから、ラインを分けて、そう

いうキャパの中で今動かしているというのが実情

ということになってございます。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、堆肥としては２種類ある

ということで理解していいんですか。残飯用と牛

ふん用の。 

○齋藤委員長 産業観光部長。 

○斉藤産業観光部長 製品については、そういうふ

うに２種類には分かれていますが、実際に生ごみ

のほうのラインについては、できる量も少ないと

いうことなものですから、実質的にそれをいわゆ

る成分調整剤という、戻し堆肥という使い方も一

部しているということもございます。 

○相馬委員 まあ矛盾しているけれども、結構です。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑、ご意見があれば。 

  菊地委員。 

○菊地委員 80ページの箒川の防球ネットの張りか

え工事のことなんですけれども、これもさっき副

委員長が言ったように塩原漁業の補助金みたいな

のと同じことか、私が考えたのは教育関係なのか

なというふうに思ってしまうんですけれども、こ

れは出ているあれは、農業振興総合整備事業とか

という合併特例債のほうから出ているような、そ

ういう考え方でいいんですか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 私も詳しくというか、そうい

う疑問があった中で、できれば同じ目的があるん

だという形なものですから、そういう考えで、本

当は教育委員会の体育施設のほうで一括という形

も、ちょっと我々内部では話したことはあるんで

すけれども、現段階で多分、あの地域は区画整理
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事業が、補助整備事業が入っておりまして、その

中のある程度共有地内にそれが残った土地を何に

使うかという中で、最終的に補助事業でのからみ

の中で、共有地なりの用地について、それでは、

こういう運動施設の中の位置づけの中で、この農

村の方々に利用してもらいましょうという位置づ

けで、とりあえず旧塩原町の時代から、その農業

関係の部署で維持管理してきているのかなと、そ

れが合併しても継続された中で引き継がれている

というふうに、私はまだ詳しく調べたわけではな

いんですけれども、そういう兼ね合いの中で理解

していて、今後、これらについてはどうなるのか

なということで、確かにおっしゃるとおり、今後

検討というか、していきたい内容であります。 

○齋藤委員長 菊地委員。 

○菊地委員 今、課長さんがおっしゃるように、何

か私どもも、この運動というふうな名前がついて

いることから考えますと、やはり教育のあれでは

ないのかなと思うのは当然かなというふうに思っ

ているんですけれども、そういういろいろな過去

からのあれがある場合には、当然合併して、そう

いう矛盾したところが結構ありますよね。ですか

ら、今後こういうものについては、ちょっと検討

していただきたいなということをお願いしておき

ます。 

  以上です。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑、ご意見等はござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、異議ござい

ませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  ここで11時20分まで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時２０分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、産業環境常任委員会に切りか

え、議案第39号 財産の取得を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 （議案第39号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  委員から質疑、ご意見等をお受けいたします。 



－209－ 

  菊地委員。 

○菊地委員 この議案に対しては賛成なんですけれ

ども、ちょっとお聞きしておきたいのは、今の課

長さんの説明ですと、この牧柵が既にもうでき上

がっているんだと、それを取得するんだというこ

となんですけれども、そうすると、こういうこと

というのは、例えば事前に市のほうでこういう環

境を整備してくれないかなとかというような、そ

ういう要望をしている結果、こういうものをやっ

ていただけるとかというふうな、そういう経緯に

なるんでしょうか。 

○齋藤委員長 農務畜産課長。 

○川嶋農務畜産課長 先ほど言いましたように国の

補助金を導入するに当たりまして、当然、その事

業実施主体であります県の農業振興公社のほうと

市のほうで協議をした中で、では、八郎ヶ原放牧

場について整備をやはり必要だからしていきまし

ょうという形の中で打ち合わせをしながら、その

整備計画を21年度に策定したわけで、それで県の

ほうの補助金の認可をもらう。その内容で、年次

計画に基づいた中で今、整備してきたということ

になります。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑、ご意見等はござい

ませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第39号 財産の取得については、原案のと

おり可決すべきものとすることにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第39号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

（川嶋農務畜産課長より２点説明あり。） 

 

○齋藤委員長 それでは、農務畜産課の審査を終了

したいと思います。今後ともよろしくどうぞお願

い申し上げます。 

  ここで、昼食のため暫時休憩といたします。再

開を午後１時からといたしますので、よろしくお

願いいたします。 

 

休憩 午後 零時 

 

再開 午後 １時００分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎農林整備課の審査 

○齋藤委員長 予算審査特別委員会第３分科会とし

て、農林整備課の審査に入ります。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 議案第11号 平成25年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  農林整備課長。 

○高久農林整備課長 （議案第11号について説

明。） 

○齋藤委員長 それでは、各委員から質疑、ご意見

等をお受けいたします。 

  菊地委員。 

○菊地委員 では、89ページ、鳥獣保護管理事業な

んですけれども、猿対策巡視員という方がいらっ

しゃいますけれども、これは以前の情報なんです

けれども、県においては猿の保護も指示している

一方、猿の捕獲、それもやっていると。現在もそ

ういう状況なんでしょうか。 

○齋藤委員長 農林整備課長。 

○高久農林整備課長 県のほうで策定されています

のが、野生鳥獣保護管理計画というふうな形で、

保護をメーンにした計画が策定されていまして、

当然、市のほうでは被害がございますので、有害

鳥獣の被害防止対策ということで、この２つの、

対立しているわけではないんですが、そういった

ことで、生息数の関係の調査とかというふうな形

で、ふえていますよというふうな、県のほうでも

データ的に出してきています。そういったことで、

被害があった場合については、有害鳥獣というこ

とで指定されていますので、それで捕獲をしてく

ださいというふうな形で、相反するんですが、保

護という形。 

  保護の１つとしましては、奥山林整備事業とい

うことで、これは元気な森づくり事業の中で、実

のなる木を奥山のほうに植林するということで、

保護しましょうねというふうな政策をしている反

面、どちらかというと、里山の奥のほうに、そう

いった鳥獣関係、有害なものが下がってきていま

すので、それについては、やはり人間の生活圏を

荒らしているんだから、有害鳥獣として捕獲して

くださいということで、その関係については今度、

市のほうから有害鳥獣の捕獲ということで申請を

出すんですが、そういったことで捕獲をするとい

うふうな、２通りの形のものを現在やっておりま

す。 

○齋藤委員長 そのほか、ございますか。 

  東泉委員。 

○東泉委員 89ページなんですけれども、この松く

い虫の防除事業とあります。この防除は、それは

それでいいんですけれども、防除しても、もう完

全に虫食いで枯れてしまったと。そういう場合は

どういう処理をされているのか。非常に、場所に

よって、分譲地とか、そういう危険な状態である

ところもありますよね。それらはどういうあれで、

ちゃんと安全処理をされているんですか。 

○齋藤委員長 農林整備課長。 

○高久農林整備課長 これは、民間のほうの形の山

林が想定になりますか。 

  一応これは、松くい虫にやられたものについて

は、益虫として中に入っている虫なんかがいると

いうことで、これは伐倒駆除しかないんですよ。

ということで、切り倒す、完全に危険ではない状

態に、もう倒木していますので、こちらは完全に

切り倒し、それで殺処分ということで、中に薬剤

を入れて、中にいる幼虫関係を殺す。また焼却処

分ということで、最終的にはそちらも、またそこ

から発生するおそれがあるということで、そうい

った形で完全に、中から周りに被害が行かないよ
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うにというふうな形の処理を行うんです。それを

やらないと、やはりそこからまた次の元気な松の

ほうに飛散してしまうということです。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 そうしますと、中には、かなりテープ

なんかを巻いてあるんですか、あれは。そういう

完全にもう食われてしまって、倒木寸前のような。

あれはまた別のですか。違いますか。 

○齋藤委員長 農林整備課長。 

○高久農林整備課長 それは、管理されている部分

において、委託をしたいということの目印の関係

ということでの形になると思うんですよ。 

  あとは、東京電力であったりＮＴＴであったり

というところで、地権者の方のほうにお願いをし

てというか、そういう形の許可で、電線に引っか

かってしまうとか、そのほかについて、市のほう

で行なっていますのは、この市の庁舎のほうの、

ここから見て左手のほうのところが何本か松くい

にやられているということで、これは昨年、24年

度当初にやはり伐倒駆除をやっているんですが、

それは中の伐採の関係の目印だということで、目

印的な形で、もう完全に枯葉になっている状態の

形が、もう松くい虫にやられているというような

形になっておりますので。 

○齋藤委員長 東泉委員。 

○東泉委員 わかりました。 

  それで、うちのほうの、これは那須塩原市道な

んですけれども、豊田商会というところで、うち

の近所なんですけれども、木が、もともとその木

の形が、こういう感じで斜めになっているんです。

かなりの大木なんですけれども、これは、いつ倒

れるのかなと、倒れた場合には非常に、ばさっと

行ったらかなり通行どめになって、１本そういっ

たものがあるもですから、ちょうど今そういう機

会なものですから、ちょっと今、質問します。 

○齋藤委員長 農林整備課長。 

○高久農林整備課長 こちらは、道路管理者関係が

いるものですから、こちらのほうについては道路

管理者のほうで、そういった危険木ということで、

地権者の方のほうと交渉をしたりというふうな形

になっていますので、ちょうど私どものほうの関

係での伐採の関係には、ちょっと該当していない。 

○東泉委員 わかりました。了解です。 

○齋藤委員長 そのほか、ございませんか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 先ほどとちょっと同じところなんです

けれども、有害鳥獣捕獲鳥獣等対策指導員ですよ

ね。要するに鳥獣等対策指導員と、猿は対策巡視

員というんですけれども。これはどっち。 

○齋藤委員長 農林整備課長。 

○高久農林整備課長 具体的な名前を言いますと、

塩原地区にウスイシゲトモさんという方をお願い

しまして、全体的な形、これは猿については、猿

に限定する形の中で、日にちを年間何日というこ

とで、120から140日、地域を巡回していただいて、

追い払いと。あとは、どうしても悪さをするもの

については殺処分ということで入っているんです

が、こちらの関係について猿対策巡視員で、鳥獣

等対策指導員の関係については、有害鳥獣全てに

おいて、各市民の方のほうから、こういった被害

に遭っているとか、あとは蔬菜生産組合のほうか

らこういったものがあるというときに、その有効

な追い払いであったり、その作物を守る方策関係

とか、そういったものも含めて指導していただく。

なおかつ、有害なものについては、今度は追い払

いをしなければならないので、そういった関係に

ついて、やはり中心的な方、経験もございますの

で、こちらの方については対策の指導ということ

で、猟友会も含めてなんですが、情報を発信して

いただきながら、そういった有効な追い払いとい
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いますか、被害対策関係、そういった関係を指導

していただける方の委嘱ということで、１名の方

に委嘱しているんですが、その違いであります。 

○齋藤委員長 そのほか、質疑等ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結いた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

（高久農林整備産課長より１点説明あり。） 

○齋藤委員長 それでは、農林整備課の審査を終了

したいと思います。今後ともよろしくどうぞお願

いしたいと思います。 

  ここで執行部の入れかえのため、暫時休憩とい

たします。 

 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 ２時００分 

 

○齋藤委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎商工観光課の審査 

○齋藤委員長 予算審査特別委員会第３分科会とし

て、商工観光課の審査に入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 議案第11号 平成25年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明を求めます。 

  商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 （議案第11号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  相馬委員。 

○相馬委員 96ページの観光施設整備事業の中の新

規の外国人案内標識なんですが、これは234万を

かけて標識立てるということは、それなりの上三

依からの流れがあると読んでいるための看板だと

思うんですが、ちょっと私は状況はわからないん

ですが、そちらからの流れというのはどのような

状況なんでしょうか。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 
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○佐藤商工観光課長 上三依は、野岩鉄道が入って

きていて、そちらからＪＲバスが出ていると。そ

れから、ゆ～バスも出ているところでありますが、

インバウンド特有の流れもございます。また、野

岩鉄道の活性化のための委員会ということで、企

画部とか私どものほうの塩原支所、それから東武

鉄道の関係者がつくっている協議会もございます。

そんな中で、インバウンドの動きが出てきており

ます。 

  そういう中で、なかなか客足が伸びないという

状況もございますが、少しでもそういう形でおも

てなしというか、お迎えできる、受け入れ体制の

整備という考え方で、枚数としては15枚ほどとい

うことで計画をしているところでございます。 

  中身としましては、日本語のほかにということ

ですが、英語、中国語、韓国語、合計４カ国語で

予定しているというところでございます。 

  上三依駅のバス乗り場、それから駅前とか、そ

れから塩原温泉地内のもの語り館、それから主だ

った、湯っ歩の里、それからもみじ谷大吊橋とか、

そこら辺の比較的有名な観光地に入っていただく

ということで、流れとしてはバス利用しかないん

ですけれども、そういうことで考えています。 

○齋藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その件はおおむねあれですが、それと

同時に93ページの４カ国語観光ガイドマップ、先

ほどの説明だと、英語、中国語、韓国語、台湾語

となっているんですが、これは中国語と台湾語っ

ておおむね似ているんじゃないですか。どちらの

方がどう見ても理解できると思うんですけれども、

その辺はどうなんでしょうか。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 何か書くのと発音と若干違う

ということらしいので、５カ国ということのセッ

トということで考えているんですけれども。足り

るのではないのかというふうな検討はしたんです

が、実際にはやはり違うということで。 

○齋藤委員長 そのほか、ございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 91ページで、新規の海外都市交流事業、

701事業です。これは昨年９月に補正で出てまい

りまして500万円で計上されて、昨年11月に海外

視察に行っておりましたね。 

  それで、海外視察研究実行委員会、これは、い

わゆる質疑等でも大体理解はしているんですが、

今回250万で、この実行委員会メンバー構成とい

うのはもう決まって、ずっと継続してきた方が実

行委員会活動していくのかというのと、来年度以

降もこの701事業というのはずっと継続して、こ

の海外交流というのはやっていくのかと、２点に

ついてちょっとお聞かせください。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 実行委員会の関係につきまし

て、ご説明申し上げます。 

  実行委員会につきましては、昨年９月の議会に

並行しまして、設立をさせていただきました。 

  構成としましては11、役所を入れて12の団体と

いうことになります。具体的に個別に申し上げま

すと、商工会が、那須塩原市商工会と西那須野商

工会。それから、観光協会が黒磯、西那須野、塩

原ということで３観光協会。それから、旅館組合

です。板室温泉旅館組合と塩原温泉旅館協同組合。

それから、女将の会ということで、塩原温泉の旅

館協同組合、それから黒磯支部の女将の会の方。

それから、塩原温泉につきましては青年部がござ

いますので、そちらの旅館協同組合の青年部。そ

れから、那須塩原のブランド団体から１人という

ことで、そのほかに那須塩原市役所ということで、

12の団体で実行委員会を構成しております。 

  その中から推薦いただきました団員としては、
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11の団体から９名参加、市のほうからは５名の参

加ということで、昨年の海外研修は実施しており

ます。 

  この実行委員会につきましては、平成25年度に

つきましても、その実施を検討するという中では、

協議の場というふうに考えております。 

  25年度、26年度以降についてはどうかというこ

とになりますが、まだその辺の具体的な長期的な

検討は今のところ、案としてはお出しできるもの

がないというところでございますが、今回、500

万が250万に減ったということは、ある程度、も

っと事業レベルをアップさせて規模は縮小という

のが、もう数字で比較すると一目瞭然ですけれど

も、やはり産業分野という中では、まだまだ足り

ない部分があったのではないかということで、そ

の辺も詳細は25年度実施に当たっては、実行委員

会の中で実施要綱等々を検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今の答弁をちょっと考えますと、そう

しますと、要するに24年度に引き続いて、こうい

った団体から、実行委員会のメンバーをつくるけ

れども、まだ定かではないというのが、１つの理

解でいいですね。 

  それと、あと１つのこの事業に対して、701事

業は、26年度から継続性があるかないかもまだ定

かではないという解釈でよろしいですか。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 この海外都市産業交流促進事

業につきましては、実際に昨年11月には商工観光

団体ということで、専門的に言いますと農業団体

の方々、それから婦人の目線というのも活性化に

は必要ではないかという部分もありますので、そ

の辺も今後の検討材料の中に入ってくるのではな

いかということです。 

  それから、これは実際に予算が伴いますし、海

外ということは少ない金額でできる事業ではない

ので、その辺は実施計画等々にも入ってくる内容

でございますので、今後の検討ということになろ

うかと思います。 

○齋藤委員長 中村委員。 

○中村委員 私は、せっかく、これは事業化されま

して、しっかりとこの交流事業を続けていって、

内容を充実し、そして、そういった塩原とか板室

とか、そういった観光事業のすばらしい発展を期

すためにこれを起こしたと思っていますので、あ

る程度の成果を上げるまでは継続して審議をやっ

ていくのが私は基本じゃないかという感じがした

ものですから、持続性のものとそういったものの

兼ね合った事業なのかなということで今お聞きし

たわけですが、当然、去年９月に補正で出てきて、

やりました。成果はこの報告書だけですよという

ことであれば、全く意味のないような、極端に言

えばちょっと旅行みたいな視察に来たという形で

終わるのはもったいないので、せっかくですから、

そういったものがこの那須塩原市においてすばら

しい成果を上げる方法を考えた中で、やはりやっ

ていくということであれば、市民の方も理解とか

示してくれるんじゃないかと。 

  また、そういった思いつきの方が突然転勤して

いなくなったとか、退職されてというようなこと

もまた困ってしまうわけなので、やはり持続可能

な産業観光事業とか、そういうものに固めていっ

てやっていただければ、私どももこれは審査をさ

せていただいているわけですから、お願いを申し

上げて、ちょっと見守っていきたいと思っており

ます。よろしくお願いします。 

○齋藤委員長 そのほかございますか。 

  菊地委員。 

○菊地委員 今、中村委員が質問したところになる
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んですけれども、少なくともこの交流促進事業に

ついては、もちろん観光資源とか、それから温泉

文化、それから産業の文化、活性化というような

ところをぜひともこの当市において発揮させたい

というようなことで視察に行ったと思うんですよ。 

  そういう中において、報告書が出てまいりまし

た。多分、その他の中でご説明はあるとは思うん

ですけれども、続いて、こういう予算が計上され

たということは、当然そういう効果が期待できる

ので、またこういうものも予算化したというふう

に私自身は理解しているんですよ。 

  ですから、ぜひとも今、中村委員からのお話が

ありましたように、当市においては、やはり塩原、

板室という温泉地を控えているわけですから、こ

ういうものは今後、効果の出るように、またその

視察を行った結果が市民の方にも知れ渡って、非

常にいいことをやっているなというような、そう

いう交流事業にしていただきたいということを要

望しておきます。 

○齋藤委員長 そのほか、何かございますか。 

  松田委員。 

○松田委員 93ページ、201事業のウェブ広告と車

外広告の車外広告に関して、先ほどマグネットが

どうのこうのという話をしていたんですけれども、

どんなような形で、そのマグネットを、つくり方

というんですか、広告のあり方というんですか、

その辺をちょっと教えていただきたいと思います。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 マグネットの広告板につきま

しては、役所の車にということで右左に張るとい

うことになりますが、大きさとしては30cm掛ける

50cmぐらいのマグネットに、塩原温泉、板室温泉

等々の観光のＰＲをつくったものをはがしたり張

ったりというような形で行うというようなので、

これにつきましては10枚作成の予定というような

ことでございます。 

  それから、ラッピングということで、印刷した

ものをシールで張って、はがせるというものなん

ですけれども、それにつきましては、役所にあり

ます中型バス１台分、それからマイクロバス１台

分、それからワゴン車が２台ございます。それに

つきましてもラッピング対応ということで、これ

が大きさが、ラッピング、公用車のワゴン車のほ

うについては、マグネットと同じ大きさ、30cm掛

ける50cm、マイクロバスにつきましては50cm掛け

る２ｍということで、中型バスにつきましては、

縦１ｍ、横２ｍということで、これが横で、後ろ

側に50cm掛ける１ｍのものということで、これが

中型バス１台への張りつけを予定しているという

内容でございます。 

○齋藤委員長 松田委員。 

○松田委員 そういう宣伝広告等の張るものとか、

何かそういうものというのは、今までにもいろい

ろなものをつくってきたと思うんですけれども、

一般の市民の方に対してそういう広告アピール

等々をできるようなステッカー等々、そういうマ

グネット系というのは、販売、もしくはつくって

皆さんへ渡していくという計画というのは、今ま

であったのかと、今後あるのかということをちょ

っとお聞きしたい。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 このマグネット、ラッピング

につきましては、全庁の調査、申し出を管財係だ

ったでしょうか、財産管理部門で取りまとめた上

での結果ということでございまして、一般の方を

対象にしたものではないという事業でございます。 

  ということで、私どものほうへは、こういう形

のものでやるからということで、商工観光課の持

っている車４台、そちらが一応対象になったとい

うことで、10枚いただけるということでございま
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した。 

  また、一般大衆への配布、これにつきましては、

もともとからそういう予定のものの事業ではあり

ませんが、やはりＰＲは少しでも活性化のために

必要であろうと考えますが、今現在のところでは、

その想定はないというところでございます。 

  以上でございます。 

○齋藤委員長 そのほか、ございますでしょうか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○眞壁副委員長 議長を交代します。 

  委員長。 

○齋藤委員長 それでは、86ページのグリーングリ

ーンの関係なんですが、金額的には少額なんです

が、先ほどの説明ですと、浴槽の湯を排出すると

いうのは、要するに排水が余りうまくいっていな

いので、上からくみ出すということでよろしいん

ですよね。 

  そうしますと、これに関しては、やはり排出ポ

ンプ購入費ではなくて、配管のほうの設備の修繕

ということは考えられなかったのかどうか。 

○眞壁副委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 もともと、この排水口自体の

規模が小さいというか、排水に時間がかかってし

まうということで、水中ポンプを使って出してい

る、今までも１台使って出していた。 

  今回は、もっとちょっと効率を上げないとお客

様の対応ができないと、入れない時間帯がふえて

しまうという、そういうわけでして、仕事の効率

を上げようということで、ふやすということで、

構造物を直すとなると、やはり工事費が結構かか

ってしまうということで、水中ポンプの２台目を

入れて排水だけを急いでするということで、洗浄

するのが短時間でできるという考え方でございま

す。 

○眞壁副委員長 委員長。 

○齋藤委員長 説明ではそれはよくわかったんです

が、その辺は前回から、やはり排水のほうを修繕

の考え方でもいいのかなというふうに自分は思っ

ていたものですから、わかりました。 

  あと96ページに関してもう１点なんですが、観

光施設整備事業の中の竜化の滝の人道橋設置工事、

これは工期期間的には、どのぐらいを見越してい

るんでしょうか。 

○眞壁副委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 工期につきましては、これは

道路からちょっと奥まっているものですから、工

事自体の期間が長くて、６月ごろから半年間ぐら

いということでございまして、雪が降ってしまう

と工事もできないというところもありますので、

今現在も進入を制限しているというところでござ

います。足掛け２年ぐらいの観光地が見られない

という状況が続くというふうに考えております。 

○眞壁副委員長 委員長。 

○齋藤委員長 大変、この滝に関しましては、塩原

の観光の中でも本当にすばらしいスポットの中で、

なるべく早く人道橋の建設を進めていただきたい

というふうに要望いたします。 

  以上です。 

  それでは、交代いたしまして、そのほかござい

ますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 それでは、ないようですので、質疑、

ご意見等を終了したいと思いますが、ご異議ござ

いませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ご異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第11号 平成25年度那須塩原市一般会計予

算については、原案のとおり可決すべきものとす

ることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第11号については、原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１７号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○齋藤委員長 次に、議案第17号 平成25年度那須

塩原市温泉事業特別会計予算についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明を求めます。 

  商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 （議案第17号について説

明。） 

○齋藤委員長 説明が終わりました。 

  各委員から質疑、ご意見等をお受けします。 

  菊地委員。 

○菊地委員 上中塩原の場合には、修繕料の中にも

漏湯管というのが入っておりまして、新規で漏湯

調査用図面作成、漏湯調査となっているんですけ

れども、市営温泉のほうも修繕料の、刈子の湯の

漏湯管というふうに入っているんですけれども、

市営温泉のほうのこの漏湯の調査というのは、ど

のようになっているんでしょうか。 

○齋藤委員長 商工観光課長。 

○佐藤商工観光課長 185ページの中に修繕料とい

うことでご説明申し上げましたが、その中に漏湯

管の部分の修繕が載っています。これは一応、２

カ所を予定しているということですが、調査等に

つきましては、補佐のほうから説明させますので、

よろしくお願いします。 

○齋藤委員長 商工観光課長補佐。 

○印南商工観光課長補佐 市営のほうと上中のほう

の管の埋設の状況がちょっと違います。 

  上中につきましては、約10kmというような延長

の中で温度低下をしないようにということで、道

路等の中に埋設をしているということでございま

す。ですから、その調査については、水道と同じ

ように、周辺等の調査をしないと、なかなかわか

りづらいというところがあります。 

  市営につきましては、一応、原理が簡単でござ

いまして、源泉から給湯まで落差を利用した給湯

ということで、比較的露出管が多いということで

ございますので、修繕、その漏湯しているところ

は大体継ぎ手というようなことが多いものですか

ら、そんな関係で担当としては、目星というか、

あそこの箇所が大体漏れているだろうというのは、

想定されているところでございます。そういうこ

とで、漏湯の調査は上げていないというような状

況でございます。 

○齋藤委員長 そのほか、ございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、質疑、ご意見等

を終了したいと思いますが、ご異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認めます。 

  よって、討論を行います。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 ないようですので、討論を終結した
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いと思いますが、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 異議ないものと認め、討論を終結い

たします。 

  これより採決いたします。 

  議案第17号 平成25年度那須塩原市温泉事業特

別会計予算については、原案のとおり可決すべき

ものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○齋藤委員長 議案第17号につきましては、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

（佐藤商工観光課長より２点説明あり。） 

 

○齋藤委員長 それでは、以上をもちまして商工観

光課の審査を終了いたします。執行部の皆様、今

後ともよろしくお願い申し上げます。 

  どうもお疲れさまでした。 

  これで、今定例会における委員会議事日程は全

て終了いたしました。委員の皆さんは大変お疲れ

さまでございました。 

  本委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださいますよう

お願いいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○齋藤委員長 それでは、これをもちまして、委員

会を閉会といたします。 

  皆さん方におかれましては、大変お疲れさまで

した。 

 

閉会 午後 ３時１０分 




